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公告（再公告） 

  

福井県立福井南特別支援学校給食・寄宿舎食調理等業務委託について企画提案書の提出を求め

るので、次のとおり公告する。  

 

令和８年２月２７日  

福井県知事 石田 嵩人 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項  

（１）業務名  

福井県立福井南特別支援学校給食・寄宿舎食調理等業務委託  

（２）履行期間  

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

（３）業務内容  

 別添「福井県立福井南特別支援学校給食・寄宿舎食調理等業務委託仕様書」のとおり  

（４）履行場所  

    福井市南居町８２ 福井県立福井南特別支援学校 

 

２ 企画提案書を提出できる者の要件  

   企画提案書を提出することができる者は、福井県立福井南特別支援学校給食・寄宿舎食調理

等業務委託に関する選定委員会（以下「選定委員会」という。）の審査を受ける資格（以下

「受審資格」という。）に関し、次に掲げる事項について県の認定を受けた者とする。 

（１）福井県財務規則（昭和３９年４月１日福井県規則第１１号）第１４６条の規定により知

事が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。（この公告の日から提案書提出日ま

でに資格審査の申請を行い、この入札に係る特定調達契約の締結の日までに資格の認定を

受けた者を含む。） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でない

こと。 

（３）現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てまたは破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。  

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店

もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者     

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者  

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者  

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  
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（６）本校との連絡調整を速やかに行うために、福井県内に本社、支社、支店、営業所

もしくは事業所（以下「事業所等」という。）を有すること。 

（７）過去３年以内に、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく営業禁停止処分を

受けていないこと。ただし、当該処分後の対応、改善策に関する書面等により適正な食品

衛生対応の確認ができる場合を除く。 

 （８）製造物責任法（平成６年法律第８６号）に規定する損害賠償責任を履行するため、

生産物賠償責任保険に加入していること。 

（９）学校、福祉施設又は医療施設で、受託する事業と同規模程度以上の食数の調理業務を誠

実に履行した実績を有する者であること。 

 （10）万一の事故に備えて損害賠償を確実に担保できること。  

（11）緊急時速やかに対応できる代行者を確保できること。  

（12）県税その他の租税の滞納がない者であること。 

（13）令和７年度福井県競争入札参加資格者名簿に給食調理業務の登録があること。 

 

３ 提案に必要な資料の提出期限  

 （１）企画提案参加申請書 

    令和８年３月３日（火）１７時 

 （２）企画提案書 

    令和８年３月６日（金）１７時 

 

４ 受託者の選定・契約等 

  実施要領を参照 

 

５ 問い合わせ先 

  〒９１８－８０３４ 

  福井県福井市南居町８２ 

  福井県立福井南特別支援学校  

  ＴＥＬ：０７７６－３６－７６３１ 

  ＦＡＸ：０７７６－３６－７１４７ 

  Ｅ-mail: fukumisien@pref.fukui.lg.jp 
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